
① やまがた省エネ健康住宅認証制度

（２）やまぽっかの家（やまがた省エネ健康住宅）について



概要

■やまぽっかの家（やまがた省エネ健康住宅）とは・・・

① やまがた省エネ健康住宅認証制度



認証基準

〇断熱・気密性能の基準値

〇その他の基準

① やまがた省エネ健康住宅認証制度

夏季の防暑計画（有効な日射遮蔽対策と通風の確保）と防露性能の確保（結露の発生を防
止するための措置）を行うこと

＊1 外⽪１㎡当たりの室内から外気に逃げる熱量。数値が⼩さいほど断熱性能が⾼い。
＊2 床面積１㎡あたりの建物全体の隙間。⼩さいほど気密性能が⾼く、断熱性能の低下を防ぐ効果がある。
＊3 基準の統⼀は県の認証制度に限ります。ご注意下さい。

断熱性能は国の基準を大きく上回り、気密性能を独自に規定



健康面でのメリット
① やまがた省エネ健康住宅認証制度

引用元：https://www.mlit.go.jp/common/001582297.pdf



等級別の省エネ性能
① やまがた省エネ健康住宅認証制度

暖房負荷削減率
（※等級４と比較）

暖房期の最低室温やまぽっか認証基準

約７０％削減概ね15℃を下回らないY-G3

約５０％削減概ね13℃を下回らないY-G2

約３５％削減概ね10℃を下回らないY-G1

出典：HEAT20 http://www.heat20.jp/grade/index.html



対象となる住宅、認証機関、その他要件
① やまがた省エネ健康住宅認証制度

内容項目

「新築住宅」・「全体断熱改修を行う既存住宅」対象となる住宅

山形県（受付・審査は各総合支庁建設部建築課）認証機関

◎設計者と施工者が、県指定の改正省エネオンライン講座
(６講座)を受講していること
◎施工者は県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店・主
たる事務所を有する法人に限る

その他要件



手続きの流れと提出書類
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■提出書類 （２部）
・申請書
・設計内容等説明書
・提出書類等チェックリスト
・付近見取図
・配置図
・仕様書
・各階平面図
・立面図（４面）
・断面図or矩計図
・基礎伏図
・各種計算書
・計算の根拠資料(カタログ等)

など

設計適合証

①壁の断熱工事着手の40日前まで

設計認証申請

■提出書類 （２部）
・申請書
・気密性能試験報告書
※検査事項チェックリスト
※工事記録書

※中間検査時に、玄関ドア等に係る
部分を提出していない場合。

認定証

③工事完了後

建設認証申請

■提出書類 （１部）
・申請書
・検査事項チェックリスト
・工事記録書
（断熱に係る施工状況が分かる写真）

※検査事項チェックリストは
検査時までに提出

※工事記録書
(1)断熱工事が全て終わった時点で
提出。
(2)玄関ドア等の施工が他の断熱箇所
の施工から一定期間有する場合は、
建設認証時に提出することが可能。

検査済証

②壁の断熱工事着手の10日前まで

中間検査申請

３段階の手続きがあり、断熱施工の検査や気密測定が必要



認定実績・変更点
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〇これまでの認定実績

〇電子申請
電子申請サービスによる申請を開始しました！
これまで紙に出力してご提出いただいていたものを、今後はデータで送付していただ

けます。申請の手間が大幅に削減できますので、ぜひご活用ください。
【申請URL】

https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempString=yamapokka

R7

（R8.1月末）
R6R5R4R3R2R1H30

21425930412882694829設計認証

1942852409473604513建設認証

(件)

QRコードは
こちら→


